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• 在留カードは、中長期在留者に対し、交付されるものです。在留カードには以下の内容が記載
されています。
• 氏名
• 生年月日
• 性別
• 国籍
• 日本の住所
• 在留資格
• 在留期間（満了日）
• 在留カードの有効期間
• 写真
• 在留カード番号
• 就労制限の有無

• 成田、羽田、中部、関西空港以外から入国した場合は、市区町村において住所を登録した後、
在留カードが交付されます。

• 中長期在留者は常に在留カードを携帯してください。
• 氏名や生年月日、性別、国籍を変更したときは、出入国在留管理庁へ届出をし、新しい在留カー

ドを申請してください。
• 住居地の ( 変更 ) 届出を役所に提出すると、在留カードの裏に新しい住所が記載されます。
• 資格外活動許可を申請し交付された場合は、在留カードの裏に記載されます。
• 中長期在留者は帰国時に空港の出入国審査で在留カードを返却してください。

在留カード記載事項変更届出書
• 氏名や生年月日、性別、国籍を変更したときは、出入国在留管理庁へ届出をし、新しい在留カー

ドを申請してください。

申請手順
     1. 以下の書類を出入国在留管理庁へ提出してください。

• パスポート
• 在留カード
• 記載事項に変更を生じたことを証する資料
• 在留カード記載事項変更届出書 (EXCEL )

2. 新しい在留カードが交付されたら、在留資格確認書類 / 資格外活動 届出用紙を提出してくださ
い。

紛失等による在留カードの再交付申請
• 在留カードの紛失、盗難又は滅失等をした場合は、その事実を知った日から 14 日以内に出入

国在留管理庁で再交付を申請してください。

https://www.juntendo.ac.jp/english/juic/visas_j.html
http://www.moj.go.jp/isa/applications/guide/whatzairyu.html
http://www.moj.go.jp/isa/content/930004186.xls


ビ
ザ
・
在
留
資
格申請手順

　　1. 以下の書類を出入国在留管理庁へ提出してください。
• パスポート
• 警察署で発行される遺失届受理証明書や盗難届受理証明書などの疎明資料
• 在留カード再交付申請書 ( 紛失 ) (EXCEL )

2. 新しい在留カードが交付されたら、在留資格確認書類 / 資格外活動 届出用紙を提出してくださ
い。

汚損等による在留カードの再交付申請
• 在留カードの著しい汚損又は毀損等が生じた場合には、できるだけ速やかに再交付を申請して

ください。

申請手順
　　1. 以下の書類を出入国在留管理庁へ提出してください。

• パスポート
• 在留カード
• 在留カード再交付申請書（汚損等）(EXCEL )

2. 新しい在留カードを受け取ったら、JUIC に在留カードのコピーと在留資格確認書類 / 資格外
活動 届出用紙を提出してください。

交換希望による在留カードの再交付申請
• 上記以外の理由でも在留カードの再交付申請をすることができます。

申請手順
　　1. 以下の書類を出入国在留管理庁へ提出してください。

• パスポート
• 在留カード
• 手数料 1,600 円及び手数料納付書 (EXCEL )
• 在留カード再交付申請書（交換希望） (EXCEL )

2. 新しい在留カードが交付されたら、在留資格確認書類 / 資格外活動 届出用紙を提出してくださ
い。

https://www.juntendo.ac.jp/english/juic/visas_j.html
http://www.moj.go.jp/isa/content/930004188.xls
http://www.moj.go.jp/isa/content/930004189.xls
http://www.moj.go.jp/isa/content/930002850.xls
http://www.moj.go.jp/isa/content/930004190.xls





